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財政課 0577-73-3741

市の財政運営について市民の皆さんに知っていただくため、「飛騨市財政事情の作成および公表に関する条例」に基づき、
年に２回、予算の執行状況などを公表しています。
今回は、平成28年度（平成28年９月末現在）の予算額に対する歳入・歳出額、基金、市債の状況をお知らせします。

お
知
ら
せ
平成28年度予算の執行状況を公表します（平成28年９月末現在）

●一般会計の執行状況

収入済額： 収入率： 支出済額： 執行率：

●特別会計の執行状況 ●基金の現在高

特別会計総額
収入率： 33.2%
執行率： 39.7%

●市債の現在高

※平成28年度より、簡易水道事業を水道事業（企業会計）と統合したことにより、
　「簡易水道事業特別会計」は廃止しました。

●企業会計の執行状況

企業会計総額
収入率： 32.5%
執行率： 30.2%

20億   358万円　

会計名

663,501円

会計名 市債現在高 市民１人あたり

基金現在高 市民１人あたり
136億   472万円 539,870円

　収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金（貯金）

（ 50.2% ）

（ 43.8% ）

　学校や道路などを整備するために借りたお金（借金）

合 計

14億8,471万円　
38億6,602万円 48億6,419万円　

167億2,023万円

　地方公営企業法の適用を受け、営利的な事業を行う会計

66,127円
14億4,910万円 57,504円
16億6,641万円

情報施設 6,020万円 1,683万円1億4,213万円
給食費 1,612万円 1,314万円3,660万円

下水道事業（５会計）

（ 38.1% ）

　特定の事業を行うため、一般会計とは別に設置される会計

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計

 市債

後期高齢者医療 1億1,152万円 9,079万円3億7,650万円

34億   144万円 

27億7,120万円 

０万円

国民健康保険病院事業 19億9,716万円 7億2,851万円 6億9,656万円

1億8,007万円 6億5,594万円

支出済額
国民健康保険 11億6,811万円 13億6,183万円32億1,950万円

水道事業

16億   939万円
駐車場事業 496万円 11万円682万円

介護保険 13億   432万円 12億6,281万円31億8,214万円

支出済額会計名

（ 22.1% ）
衛生費

（ 34.9% ）
12億4,166万円 26億2,638万円　

会計名 予算額 収入済額

（ 0.0% ）
 その他

（ 61.1% ）

14億7,103万円 14億6,739万円　

2億2,689万円 3億5,238万円　
15億6,516万円 29億5,977万円　

28億4,530万円 
85億7,309万円 

23億6,161万円 18億5,489万円　
その他

 県支出金
（ 18.3% ）

土木費
（ 13.4% ）

公債費

17億7,813万円 7億1,612万円　
71億1,186万円 45億6,951万円　

総務費
（ 33.1% ）

民生費

 市税
（ 52.4% ）
 地方交付税
（ 75.1% ）

 国庫支出金
53億4,168万円

3億2,528万円 5億1,187万円　

100億3,360万円 69億2,356万円　
33億9,420万円 21億6,267万円　

（ 37.1% ）（ 53.8% ）

　市が行う仕事の中心部分となる会計です。皆さんから納めていただいた市税や国から交付される地方交付税を主な収入源とし、福祉施策
やごみ処理、公共施設の整備、小・中学校の運営など様々な行政サービスの提供に使われます。

歳 入 100億3,360万円 53.8% 歳 出 37.1%

歳出総額

69億2,356万円

歳入総額186億4,992万円 186億4,992万円　

7億7,405万円 1億3,965万円1億7,226万円

780,825円
422,858円

72,913円
1,276,596円

196億7,679万円
106億5,602万円

18億3,740万円
321億7,021万円

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
合 計

8億3,622万円 
9億      77万円 

予算額 収入済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 予算額 ■ 支出済額

連 載 の 庭

企画課 0577-73-6558

飛騨の薬草を学ぶ
教養講座

　
病
気
や
け
が
を
治
す
の
に
役
立
つ

薬
。
し
か
し
正
し
く
使
わ
な
け
れ
ば
思

わ
ぬ
副
作
用
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
正
し
い
使
用
方
法
を
理
解
し
て
か
ら

使
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
正
し
い
服
用
の
方
法

・
一
般
に
飲
み
薬
は
コ
ッ
プ
１
杯

（
約
２
０
０
㏄
）
の
水
ま
た
は
ぬ
る

ま
湯
で
飲
む
。

・
自
己
判
断
で
飲
む
量
を
増
や
し

た
り
減 

ら
し
た
り
し
な
い
。

・
指
示
が
あ
っ
た
期
間
服
用
し
、

自
己
判
断
で
中
止
し
な
い
。

・
指
示
の
あ
っ
た
服
用
時
間
を
守

る
。

・
ほ
か
の
人
に
勧
め
た
り
し
て
は

い
け
な
い
。

●
正
し
い
服
用
時
間

・
食
前
と
は
、
食
事
の
20
〜
30
分
前

で
す
。

・
食
間
と
は
、
食
事
の
最
中
で
な
く

食
事
と
食
事
の
間
で
食
事
を
終
え
た

あ
と
２
時
間
後
が
目
安
で
す
。

・
食
直
前
と
は
、
食
事
を
す
る
前
10

分
以
内
で
す
。

・
食
直
後
と
は
、
食
事
を
し
て
か
ら

10
分
以
内
で
す
。

・
○
○
時
間
ご
と
は
、
食
事
に
関
係

な
く
決
め
ら
れ
た
時
間
ご
と
に
飲
ん

で
下
さ
い
。

●
正
し
い
保
管
の
方
法

・
お
薬
は
、
変
質
し
や
す
い
も
の
で

す
か
ら
湿
気
、
高
温
、
日
光
を
さ
け

て
保
管
し
て
下
さ
い
。

・
子
供
の
手
の
届
か
な
い
所
に
置
い

て
下
さ
い
。

「
お
薬
手
帳
」

　
お
薬
手
帳
は
、い
つ
、
ど
こ
で
、

ど
ん
な
お
薬
を
処
方
し
て
も
ら
っ
た

か
を
記
録
し
て
お
く
手
帳
で
す
。

・
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る
時

・
新
し
い
医
療
機
関
を
受
診
す
る
時

・
旅
行
す
る
時

・
薬
局
で
市
販
薬
を
購
入
す
る
時

・
夜
間
休
日
診
療
や
救
急
外
来
を
受

診
す
る
時

・
災
害
に
あ
っ
た
時

な
ど
現
在
服
用
し
て
い
る
薬
の
内
容

が
わ
か
り
役
に
立
ち
ま
す
。

　
ハ
ト
ム
ギ
は
化
粧
品
の
原
料
に
な
る
な
ど
美
容
に

い
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、夏
に
は

ハ
ト
ム
ギ
入
り
の
麦
茶
な
ど
が
市
販
さ
れ
て
お
り
、

と
て
も
身
近
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　
ハ
ト
ム
ギ
は
生
薬
名
で
は
ヨ
ク
イ
ニ
ン
と
い
い
、

皮
膚
や
粘
膜
の
血
流
改
善
や
、
リ
ン
パ
の
流
れ
を
良

く
す
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
、皮
膚
に
血
液

が
よ
く
行
き
渡
る
と
同
時
に
老
廃
物
を
運
び
去
る
の

で
、新
陳
代
謝
が
活
発
に
な
り
、肌
が
美
し
い
状
態
に

保
た
れ
ま
す
。化
粧
品
の
原
料
に
な
る
の
も
う
な
づ

け
ま
す
ね
。ま
た
、
利
尿
作
用
も
あ
る
の
で
、
体
内
の

余
分
な
水
分
や
老
廃
物
を
排
出
し
て
く
れ
ま
す
。そ

し
て
豊
富
な
食
物
繊
維
の
働
き
で
も
老
廃
物
を
排
出

す
る
た
め
、
体
全
体
の
代
謝
や
排
出
を
増
強
し
て
く

れ
る
の
で
、
ま
さ
に
女
性
の
美
容
と
健
康
の
味
方
で

す
。

　
し
か
も
ハ
ト
ム
ギ
は
た
く
さ
ん
食
べ
て
も
副
作
用

が
あ
り
ま
せ
ん
。ぜ
ひ
積
極
的
に
食
品
と
同
じ
よ
う

に
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
美
味
し
く
体
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
は
、
殻
の
ま

ま
で
は
い
け
ま
せ
ん
。種
子
を
金
槌
で
叩
く
な
ど
し

て
中
身
を
取
り
出
し
ま
し
ょ
う
。こ
の
中
身
は
長
時

間
炊
き
込
む
と
柔
ら
か
く
な
る
の
で
、
肉
や
野
菜
と

一
緒
に
お
粥
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
お
茶
で
楽
し
む
に
も
、
殻
の
ま
ま
で
は
せ
っ
か
く

の
成
分
が
出
に
く
い
の
で
、ミ
ル
で
粉
に
す
る
、ま
た

は
炒
っ
て
は
じ
か
し
、
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
の
よ
う
に
し

て
か
ら
煎
じ
る
と
香
ば
し
さ
も
出
て
よ
り
美
味
し
く

飲
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ハ
ト
ム
ギ
の
恩
恵
を
最
大
限
に
得
る
た
め
に
は
丸

ご
と
食
べ
て
し
ま
う
の
が
最
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
か
ら
肌
が
乾
燥
す
る
季
節
に
な
り
ま
す
。種

子
で
保
管
で
き
る
ハ
ト
ム
ギ
は
保
存
に
も
適
し
て
お

り
、冬
の
間
も
使
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。温
か

く
美
味
し
い
料
理
で
楽
し
み
な
が
ら
し
っ
と
り
お
肌

で
健
康
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

（
村
上
光
太
郎「
薬
草
を
食
べ
る
」よ
り
）

ハトムギ
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平成26年度　狂犬病予防集合注射の日程について

・環境課
・各振興事務所（環境担当）

0577-73-7482

■注射料金について　（お釣りがいらないようにご協力をお願いします） 

　　　（獣医） 注射手数料      2,600 円
　　　（市） 注射済票交付手数料　　　550 円

　　　　　　　計    　　　　3,150 円

　　　（市）新規登録手数料　3,000 円（初めて犬を登録する方のみ）

■案内ハガキを必ず持参してください（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう

古川地区 神岡地区
時間 集合場所 時間月日月日 集合場所

５月 14 日
（水）

9:00 ～ 9:35 袈裟丸研修ｾﾝﾀｰ

５月 19 日
（月）

8:50 ～ 8:55 和佐保神社
9:50 ～ 10:10 数河緑地管理ｾﾝﾀｰ 9:20 ～ 9:25 伊西神社

10:20 ～ 10:35 末高研修ｾﾝﾀｰ 9:30 ～ 9:35 森茂農協
10:45 ～ 11:15 杉崎ｾﾝﾀｰ 9:40 ～ 9:50 森茂上バス停
11:25 ～ 11:40 太江農業ｾﾝﾀｰ 9:55 ～ 10:00 岩井谷バス停
12:50 ～ 13:05 谷研修ｾﾝﾀｰ 10:05 ～ 10:10 下之本多目的集会所
13:10 ～ 13:25 五ヶ村研修ｾﾝﾀｰ 10:15 ～ 10:20 和佐府 神明神社
13:30 ～ 13:55 黒内研修ｾﾝﾀｰ 10:50 ～ 11:10 老人保健施設たかはら（入口付近）
14:00 ～ 14:10 下野研修ｾﾝﾀｰ 11:15 ～ 11:55 桜ヶ丘体育館
14:15 ～ 14:25 大村公民館 13:00 ～ 13:20 上村コミュニティー
14:30 ～ 14:40 上野公民館 13:25 ～ 13:40 吉田公民館

５月 15 日
（木）

9:00 ～ 9:20 栗原ｾﾝﾀｰ 13:50 ～ 13:55 割石区集会場
9:25 ～ 9:50 朱雀会館 14:05 ～ 14:10 西漆山正眼寺

10:00 ～ 10:05 高野公民館 14:15 ～ 14:20 牧（国道 41 号線沿い）退避場
10:10 ～ 10:15 平岩公民館 14:25 ～ 14:30 茂住　金龍寺
10:20 ～ 10:25 畦畑公民館 14:35 ～ 14:40 横山旧ドライブイン
10:40 ～ 11:00 トレーニングセンター 14:45 ～ 14:50 谷中山公民館
11:05 ～ 11:20 上気多公民館

５月 20 日
（火）

9:00 ～ 9:05 柏原ﾊﾞｽ停
11:25 ～ 11:50 飛騨市役所 9:10 ～ 9:35 旧山田小学校

宮川・河合地区 9:40 ～ 10:10 寺林公民館
時間月日 集合場所 10:20 ～ 10:40 西野町いこいの広場

５月 16 日
（金）

9:00 ～ 9:05 杉原診療所 10:45 ～ 11:05 蟻川児童公園
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館 11:10 ～ 11:55 神岡振興事務所
9:20 ～ 9:25 桑野バス停 13:00 ～ 13:30 神岡消防署裏
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停 13:40 ～ 14:00 麻生野公民館
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 10:00 打保防災庫

10:15 ～ 10:20 巣之内バス停
10:25 ～ 10:30 西忍 宮川町老人福祉ｾﾝﾀｰ
10:35 ～ 10:50 宮川保育園（前）
11:00 ～ 11:10 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:15 ～ 11:30 河合振興事務所
11:35 ～ 11:40 上村公民館

13:00 ～ 13:10 羽根高齢者活動
生活支援促進機械施設

13:20 ～ 13:25 レジェンドあすか
13:45 ～ 13:55 稲越多目的研修ｾﾝﾀｰ
14:00 ～ 14:05 ｾｿﾞﾝ稲越
14:10 ～ 14:20 大谷集落ｾﾝﾀｰ
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健康生きがい課 0577-73-2948

予防接種のお知らせ

日本脳炎予防接種については、積極的勧奨を控えていた時期に接種機会を逃した方に特例で接種年齢が延長されてい
ます。日本脳炎予防接種が完了していない方で接種を希望される場合は、医療機関に予約後、接種してください。

特例規定対象者：平成 7 年 4 月 2 日生まれから平成 19 年 4 月 1 日生まれの方
接種が可能な期間：20 歳になるまで（飛騨市に住民票がある方に限ります）
接種時の持ち物：母子健康手帳、日本脳炎予防接種予診票（保護者以外が付き添う場合は委任状の記入が必要）

注）「水ぼうそう」は、今年度秋より１歳 ~３歳程度の幼児は定
　期予防接種になるため、市独自に実施している３歳以上中
　学３年生までの助成は、平成 27 年３月 31 日で助成終了予
　定です。

注）「成人肺炎球菌」については、国で新たな助成事業を行うことから、市
　独自で実施している 75 歳以上を対象とした助成は、平成 27 年３月
　31 日で助成終了予定です。

市では、下記の任意予防接種に対して助成事業を行います。

【任意予防接種申請方法】
医療機関に予約後申請手続きをしてください。

【申請窓口】
古川町保健センター・神岡町保健センター

【接種場所】　飛騨市内委託医療機関
　　　　　　　（その他の医療機関をご希望の方はお問い
　　　　　　 　 合せください）

１期初回
１期追加

２期

回数
２回
１回
１回

標準的な接種年齢
３歳
４歳
９歳

申請時の持ち物：母子健康手帳・印鑑

申請時の持ち物：保険証等で氏名、生年月日が確認できるもの・印鑑
（「風しん」を申請される方は、できるだけご自身の予防接種の記載が
　あるものをご持参ください）

※どこの会場でも注射を受けることができます。都合のよい日時・場所で、注射を受けてください

６～28日までの間隔
初回接種（２回）終了後おおむね１年おく
１期追加終了６日以上あける（おおむね５年おくのが望ましい）

間　　　　　隔

①日本脳炎の予防接種について

②任意予防接種について

■日本脳炎の標準的な接種スケジュール

【小児関係】【成人関係】

種　類 助成限度額
（１回につき）対象年齢 助成

回数種　類

成人肺炎球菌
（23価）

対　象　者 助成限度額
（１回につき）

4,000円１回

助成
回数

（ｱ）接種日時点で75歳以上の方
（ｲ）慢性疾患などで肺炎球菌感染
　　  による危険度が高く医師が必
　　   要と認めた方（ア）または（イ）

※過去５年以内に接種を受けている方は
　補助の対象となりません

風しん 8,000円１回平成２年４月１日以前に生まれた方
（妊婦を除く）

都市整備課　　0577-73-0153
神岡振興事務所（基盤環境水道係）　0578-82-2254

サンアルプ旭F棟
公営住宅

１戸
神岡町殿

木造２階建
２DK

サンアルプ旭Ｂ棟
公営住宅

1戸
神岡町殿
RC６階建

3DK

森茂住宅
特定住宅

（単身用）３戸
神岡町森茂
木造２階建

１K

嶋団地
特定公共賃貸住宅

（世帯用）１戸
河合町角川

木造２階建（車庫付）
３LDK

山之村住宅
公営住宅

１戸
神岡町森茂

木造２階建（車庫付）
２DK

昭和町団地
地域優良賃借住宅

（単身用）1戸
神岡町殿
RC４階建

1DK

林団地
公営住宅

1戸
宮川町林

木造２階建（車庫付）
3DK

市営住宅の入居者を募集します
公募住宅
住宅の種類
募集戸数

所在地
構造・規模

間取り

家賃

敷金
申込期間
入居予定日

家賃の３カ月分
平成26年４月24日～平成26年５月１日

平成26年６月１日

※入居資格について所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

共益費、駐車場使用料別途 共益費、駐車場使用料別途共益費別途
入居者の所得に応じて決定

募
集

おたふくかぜ
水ぼうそう

2,700円
3,500円

満１歳以上中学３年生まで １回

場
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総務課 0577-73-7461

　（財）自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝く
じ収益を財源としたコミュ二ティ助成事業を行っています。
　平成 28年度は、自主防災組織育成助成事業として、地域の住民が
当該地域を災害から守るための防災活動に必要な設備等の整備とし
て１７地区が助成を受け、非常用発電機と投光機を各地区に配置しま
した。
　これは、古川町の浸水想定区域のある地区等で一時避難所となる
地域の避難所を対象として配置され、停電時における照明及びスマー
トフォンや携帯電話の充電用電源が確保でき、地域の防災機能の拡
充を図ることができます。　

●配置地区
【古川町】
第２区、第３区、第４区、第13区、第22区、末高区、数河区、畦畑区、
上野区、中野区、下野区、杉崎区、袈裟丸区、谷区、信包区、黒内区、高野区

コミュニティ助成事業を活用して非常用発電機・投光機を地区へ配置しました。

お
知
ら
せ
コミュニティ助成事業で非常用発電機・投光機を地区へ配置しました

▲非常用発電機と投光機
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わ
ら
び
粉
生
産
シ
ー
ズ
ン
が
到
来
し
、
ワ

ク
ワ
ク
で
寒
さ
も
忘
れ
る
、
地
域
お
こ
し
協

力
隊
の
前
原
で
す
。

　
９
〜
11
月
は
わ
ら
び
粉
の
収
穫
・
生
産

シ
ー
ズ
ン
。今
年
は
多
く
の
方
に
「
飛
騨
の
わ

ら
び
粉
」
の
品
質
の
良
さ
、
そ
し
て
生
産
方

法
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
「
わ
ら
び
粉
生
産

体
験
ツ
ア
ー
〜
わ
ら
び
も
ち
の
ル
ー
ツ
を
探

る
旅
〜
」
を
企
画
。し
か
も
開
催
期
間
を
10

月
下
旬
か
ら
１
週
間
に
設
定
し
、
お
好
き
な

日
程
で
の
参
加
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

　
山
之
村
の
広
大
な
牧
草
地
で
わ
ら
び
の
根

を
堀
り
、用
水
路
で
泥
を
洗
い
落
と
し
、そ
し

て
山
之
村
牧
場
さ
ん
の
一
角
を
お
借
り
し

て
、
石
盤
の
上
に
乗
せ
た
わ
ら
び
根
を
木
槌

で
ひ
た
す
ら
叩
き
ま
す
。茶
色
の
ペ
ー
ス
ト

状
に
な
っ
た
ら
、水
を
注
ぎ
、簡
易
な
濾（
こ
）

し
器
で
デ
ン
プ
ン
質
を
沈
殿
さ
せ
、
わ
ら
び

粉
の
完
成
で
す
。１
０
０
㎏
の
わ
ら
び
根
か

ら
で
き
る
わ
ら
び
粉
は
、
わ
ず
か
３
㎏
。時

間
と
根
気
と
体
力
の
要
る
作
業
で
、
ツ
ア
ー

参
加
者
か
ら
は
「
機
械
化
す
べ
き
な
の
で

は
？
」な
ど
の
提
案
も
も
ら
い
ま
し
た
が
、
機

械
で
叩
い
て
は
均
一
に
デ
ン
プ
ン
質
が
出
ず
、

最
終
的
に
こ
こ
で
、根
が
混
じ
っ
て
黒
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。手
作
り
と
オ
ー
ト
メ
ー

シ
ョ
ン
と
の
差
別
化
が
図
れ
ま
す
。

　
ツ
ア
ー
の
準
備
期
間
中
も
、
夏
に
お
世
話

に
な
っ
た
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
農
家
の
パ
ー
ト
の

皆
さ
ん
を
始
め
、
様
々
な
学
生
さ
ん
な
ど
が

来
て
く
だ
さ
り
ま
し
た
。

　
地
域
か
ら
は
わ
ら
び
粉
生
産
を
経
験
さ

れ
た
方
も
み
え
、
色
々
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
も

ら
い
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど
今
秋
初
の
沈
澱
が

重
な
っ
た
の
で
、
ハ
ナ
（
わ
ら
び
粉
）
の
別
れ

具
合
や
シ
ロ
バ
ナ
の
品
質
な
ど
も
見
て
も
ら

い
ま
し
た
。今
年
は
シ
ロ
バ
ナ
を
分
厚
く
沈

澱
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
出
だ
し
と
し
て
は

中
々
満
足
の
い
く
仕
上
が
り
。わ
ら
び
粉
生

産
経
験
者
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
も
「
良
い
出

来
や
さ
」、「
よ
く
お
や
り
に
な
っ
た
」な
ど
の

お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
！
地
域
の
人
た

ち
に
も
こ
う
や
っ
て
気
に
か
け
て
頂
き
な
が

ら
わ
ら
び
粉
生
産
に
打
ち
込
め
る
の
は
本
当

に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
京
都
大
学
大
学
院
の
考
古
学
の
学

生
さ
ん
は
「
わ
ら
び
粉
が
縄
文
時
代
か
ら
生

産
さ
れ
て
い
た
の
で
は
？
」
と
い
う
仮
説
を

検
証
す
る
た
め「
石
器
で
わ
ら
び
粉
作
り
」に

チ
ャ
レ
ン
ジ
。石
器
を
使
っ
て
わ
ら
び
の
根
を

掘
り
、
石
で
叩
き
潰
す
作
業
を
熱
心
に
取
り

組
ま
れ
ま
し
た
。縄
文
式
わ
ら
び
粉
生
産

は
、
果
た
し
て
ど
ん
な
結
果
に
な
る
の
か
？

私
も
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
現
代
版
わ
ら
び
粉

作
り
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
！

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
活
動
日
記

飛
騨
市
内
で
活
動
し
て
い
る
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員

市
内
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
資
源
を
活
用
し
、
地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
産
業
の
創
出
を
図
り
ま
す

飛
騨
市
の
皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
！

地
域
の
資
源
を
活
用
し
た
も
の
づ
く
り

隊
員

　前
原

　
　融

連 載 の 庭
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総務課 0577-73-7461

■日時　11月29日（火）11：00頃
■内容　市内全域の防災行政無線子

局および家庭用個別受信機
から、一斉に訓練に関する
内容の放送を行います。

 地震・津波や武力攻撃などの発生時
に備え、情報伝達訓練を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）(※) を使った訓練です。

お
知
ら
せ

防災行政無線を使った
情報伝達訓練について

来年１月 15 日開催の三寺まいりのモデ
ルおよび門前市出店者を募集します。

■和装モデル応募資格
　・18歳～30歳くらいまでの女性
　・着物を準備できる方（レンタルも可）
　・当日15：00～21：00までの時間に
　　従事できる方
　募集人員　12人
　申込期限　12月８日（木）

■門前市出店者
　営業時間　11：00～21：00
　申込期限　11月30日（水）

　※申し込み方法等、詳しくは、観光
　　協会HPをご覧いただくか、直接
　　お問い合わせください

不要になった着物を無料でお譲り
ください

　飛騨市観光協会では、三寺まいりに
合わせて、着物のレンタルを行ってい
ます。
　タンスに眠っている着物、帯等がご
ざいましたら、女性・男性用問わず、ぜ
ひお譲りください。
　お譲りいただける場合は観光協会
に直接お持ちいただくか、観光協会に
ご連絡ください。ご自宅まで引き取り
に伺います。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃な
どの緊急情報を、国から人工衛星などを通じ
て瞬時にお伝えするシステムです

税務課 0577-73-3742

　所有者とは、登記簿または課税台
帳に登録されている人をいい、賦課
期日前に死亡している場合等には、そ
の固定資産を現に所有する人（相続
人等）が納税義務者となります。
　例えば、売買契約が年内に成立し
ていても登記が翌年になると旧所有
者に対して翌年度分の固定資産税が
課税されます。（未登記家屋の場合は
「未登記家屋所有権移転申請書」の
提出が必要になります。）
　また、相続や売買等により登記を
年内に済まされた方は、口座振替の
申請が必要な場合がありますのでご
注意ください。

　自賠責保険・共済なしでの運行は
法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動
車事故の際の基本的な対人賠償を目
的として、自動車損害賠償保障法に
基づき、原動機付自転車を含むすべ
ての自動車に加入が義務づけられて
おり、自賠責保険・共済なしで運行す
ることは法令違反ですのでご注意下
さい！

毎年１月１日（賦課期日）現在に土地、
家屋、償却資産を所有している人に課
税されます。

お
知
ら
せ

固定資産税の賦課期日
について

税務課 0577-73-3742

税務課 0577-73-3742
飛騨市観光協会
0577-74-1192

　市では、個人住民税特別徴収（給
与天引き）の完全実施に向けた取り
組みを行っています。
　地方税法および市税条例に基づ
き、特別徴収の義務がある事業者を
特別徴収義務者に指定します。
　特別徴収とは、市から通知した従
業員の税額を毎月の給与から天引き
し、市に納めていただく制度です。
　所得税のように税額計算をする必
要がなく、従業員も納税の手間が省
けるなどのメリットがあります。
　未納者を減らし、市民の方に公平
な納税をいただくため、特別徴収の
実施をお願いします。

従業員の個人住民税の特別徴収（給
与天引き）を実施していない事業主の
方へ

お
知
ら
せ

個人住民税の特別徴収に
ご協力ください

お
知
ら
せ

三寺まいり
モデル・門前市出店者募集

※償却資産は、各企業の決算の前後に関わら
ず賦課期日現在において、事業の用に供して
いるものは申告が必要になります

「自賠責の期限切れに気を付けて！」

お
知
ら
せ

自賠責保険・自賠責共済
のご案内

[ 参考 ]
国土交通省自賠責保険（共済）ポータルサイト
ＵＲＬ　http://www.jibai.jp/
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　あなた自身が出産や子育てに悩ん
だら。周りの親子で気になる様子など
があれば。虐待を受けたと思われる
子供がいたら。勇気をだして下記相
談窓口へ相談・連絡してください。

11 月は児童虐待防止推進月間です。
子育ての小さな悩みや不安の積み重
ねなど、さまざまな理由で起こる児童
虐待は、親子を傷つけ苦しめます。そ
んな不幸な児童虐待を防ぐ第一歩
は、相談すること。

お
知
ら
せ

さしのべて　あなたの
その手　いちはやく

■神岡会場（神岡町公民館）
　日　時　11月29日（火）19：00～
　対　象　神岡児童クラブ

■古川会場（ハートピア古川）
　日　時　11月30日（水）19：00～
　対　象　古川児童クラブ
　　　　　古川西児童クラブ
　　　　　河合・宮川児童クラブ

平成29年度の放課後児童クラブにつ
いて、平成29年４月より新1年生となる
児童の保護者を対象に利用説明会を
開きます。

お
知
ら
せ

放課後児童クラブ利用
希望者説明会について

外国人観光客受入促進
事業補助金について

日本年金機構　高山年金事務所
0577-32-6111

お
知
ら
せ

市では、外国人観光客受入体制整備に
係る取り組みを応援します。

お
知
ら
せ

救急車や消防車が必要なときは、携帯
電話やスマートフォン等で『119 番』を
かけても、消防本部につながります。
県境や高山市等との境界付近で『119
番』をかけると他の消防本部につなが
る場合がありますが、そのときは相手
の指示に従ってください。

　訪れる外国人観光客の利便性向上
を図るため、観光事業者の皆さん向
けの補助制度を創設しました。
　ぜひご活用ください。

●補助対象者 
　市内の宿泊施設、飲食店、土産物
販 売店、観光施設など、外国人観光
客が観光目的で利用できる施設を経
営する方
●補助対象事業 
①看板、案内表示②ホームページ③商

品表示、メニュー④パンフレット等
の多言語化事業⑤その他外国人観
光客の受入れ促進に資する事業

●補助対象となる経費 
・謝金、印刷費、翻訳料、委託料、
  　工事費など
● 補助率・補助限度額 
・１事業につき、補助対象経費の
　２分の１以内（上限10万円）
　※詳しくは、観光課までお問い合
　　わせください

オレンジリボンに
は、「子ども虐待
防止」というメッ
セージが込めら
れています。

※新2年生以上の保護者で新規の利用希
　望がある方についても参加可能です

「１１９番」 携帯からも
つながります

お
知
ら
せ

厚生労働省では、「国民お一人お一人、
「ねんきんネット」等を活用しながら、高

齢期の生活設計に思いを巡らしていた
だく日」として、11（いい）月 30（みらい）
日を「年金の日」としました。
この機会に、「ねんきん定期便」や「ねん
きんネット」で、ご自身の年金記録と年
金受給見込額を確認し、未来の生活設
計について考えてみませんか。

11月30日は
｢年金の日｣です！！

お
知
ら
せ

11 月は「子ども・若者育成支援強調月
間」です。
～支えよう　輝くひとの　夢みらい～

　次世代を担う子どもたちが、心身と
もに健やかに成長することは、社会全
体の願いです。家庭・学校・地域が連
携し、地域ぐるみで見届けていくこと
が大切です。
　大切な飛騨市の子どもたちの健全
育成のための取り組みに、ご理解とご
協力をお願いします。

子ども・若者育成支援
強調月間

消防本部 0577-73-0119生涯学習課 0577-73-7495

観光課 0577-73-7463

市民児童課 0577-73-7464

ねんきんネット 検  索

・福祉課　　0577-73-7483
・児童相談所全国共通ダイヤル
　　１８９（いち・はや・く）
・飛騨子ども相談センター
　　0577-32-0594

■連絡・相談窓口

・福祉課  　   0577-73-7483
・配偶者暴力相談支援センター
　(飛騨総合庁舎内)
 　　0577-33-1111（内線272）
・DV相談ナビ
　 　0570-0-55210（ここにでんわ）
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古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター 0577-73-2948

税務署電話相談窓口
について

税務署に行かなくても自宅や事務所か
ら相談ができる「電話相談センター」を
ご利用ください。

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち
　　　　 育てよう 思いやりの心～
12 月４日～ 10 日は人権週間です。

相

　
　談

第68回人権週間
特設人権相談所開設

相

　
　談

12月の国民健康保険特定健診・若者健診
お
知
ら
せ

飛騨市国民健康保険では、40 歳～ 74 歳の方を対象にした特定健診を行ってい
ます。また、若者健診も合わせて行っています。誘い合って受診しましょう。

※胸部レントゲン検診も同日に行います

　毎日の暮らしの中で起こる様々な問
題、いじめ、体罰、差別問題、家庭内、借
地借家、近隣間のもめごと、悩み事な
ど人権擁護委員が相談に応じます。
　相談は無料で、秘密は固く守ります。
　どなたでもお気軽にご相談ください。

■日時　12月２日（金）13：00～15：00
■場所　古川町：ハートピア古川

河合町：河合町公民館
宮川町：宮川町公民館
神岡町：神岡町ふれあいセンター

①高山税務署（℡0577-32-1020）へ
お電話をお掛けください。

②自動音声によりご案内しますの
で、1を押してください。

③自動音声に従って、相談したい内
容の番号を選択してください。

■受付時間等　8：30～17：00
　（土日祝日、年末年始を除く。）

久美愛病院で飛騨市国民健康保険特
定健診を受診できます。（予約制）
ご希望の方は、古川町保健センターま
でご連絡ください。

お
知
ら
せ

久美愛病院で市国民健康保
険特定健診が受診できます

■受診日
　　平成28年12月27日（火）
　　平成29年１月25日（水）
　　受付8：30～10：00
■場　所　久美愛病院（健診センター）

■対象者　飛騨市国民健康保険加入
　　　　　者の方でＨ28年度特定　
　　　　　健診未受診の方
■申込期限　受診希望日の７日前ま
　　　　　　 でにご連絡ください。

毎年 11 月 12 日から11 月 25 日（女性
に対する暴力撤廃国際日）の２週間は、

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
です。

相

　
　談

ひとりで悩まず
まず相談を！

　配偶者等からの暴力・性犯罪・ス
トーカー行為・売買春・人身取引やセ
クシュアル・ハラスメント等、女性に対
する暴力は、女性の人権を侵害するも
のであり、決して許される行為ではあ
りません。
　相談してみることで、ひとりでは気
づかなかった解決方法が見つかるか
もしれません。
　ひとりで悩まず、下記相談窓口へご
相談ください。
　あなたの周りの人が悩んでいたら、
相談できる場所があることを教えてあ
げてください。

パープルリボンは、女性に対する暴力
（DV）根絶運動のシンボルマークです。 古川町保健センター 0577-73-2948

高山税務署
（自動音声により案内します）

0577-32-1020

市民児童課 0577-73-7464

たった一度で、簡単に消えてしまう。
あなたの未来　
毎年 10 月・11 月は「麻薬・覚醒剤乱
用防止運動月間」として、さまざまな取
組が行われています。

お
知
ら
せ
麻薬・覚醒剤乱用防止運動

　麻薬・覚醒剤等の乱用は、たった一
度で簡単にあなたの大切な未来を消
してしまいます。
　あなたの健康に悪い影響を及ぼす
とともに、家族や友達を失ってしまうこ
とにもなります。
　「やせる薬」、「疲れが取れる」などの
甘い言葉に惑わされず、「ダメ。ゼッタ
イ。」と勇気を持って断りましょう！

月 日 曜日 会　　場 受付時間

12
１ 木

古川町保健センター

神岡町保健センター
8:30 ～ 10:30

５ 月
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福祉課 0577-73-7483
・水道課
・各振興事務所基盤環境水道係

未来を担う青年の新しい人生の門出
を祝福し、成人式を開きます。
11月上旬に、対象者の方に案内を送
付しています。
ご不明の点がありましたら、下記まで
お気軽にお問い合わせください。

■開催日　平成29年１月３日（火）
■会場と時間

神岡　神岡町公民館　    11：45～
古川　文化交流センター 14：00～
　
■対象者

平成８年４月２日～平成９年４月
１日生まれで、現在もしくは中学卒
業時に飛騨市に住民登録、又は外
国人登録があった方

■応募内容
・20歳を迎えるにあたっての想い
　や抱負、将来の夢など
・1,200字～1,600字程度
■応募方法

作品に、題名、住所、氏名、連絡先を
記入し、持込み、郵送、ＦＡＸ、電子
メールのいずれかで応募してくだ
さい
■応募締切　11月30日（水）

成人式当日、会場で発表していただ
きます。

平成29年
飛騨市成人式について

下水道に雨水が流れ
ないようにしましょう

お
知
ら
せ

市では、発達障がいの特性の理解と
支援に関する発達支援講演会を開き
ます。(無料）
多数ご参加ください。

市の下水道は、汚水や生活雑排水を
下水道へ流し、雨水を側溝等へ流す
「分流式」です。汚水等と雨水は一緒
に流すことができません。

お
知
ら
せ

発達支援講演会
お
知
ら
せ

　子どもたちは多様な個性や特性
を持っています。
　しかし、時にはその個性がなかな
か周りに理解されず、子ども自身や
その親が生きにくさを感じている
という現状があります。
　発達障がいとはどのようなこと
なのか、どのように理解しサポート
していけばいいのかを専門的な立
場からお話いただきます。

■日時　12月２日（金）13：00開演
　　　 （開場／12：30）

■場所　ハートピア古川

■講師
　岐阜県立希望ヶ丘こども医療福祉センター
　児童精神科医　高岡　健　氏

■演題
　「発達障がいの特性の理解と
　　　　　　　家族としての対応」
■対象者

保護者・家族・支援者・支援団体 及
び 発達障がい児者支援に関心の
ある方

　※事前のお申し込みが必要です

■申込期限　11月28日（月）

皆さんの思いや抱負、将来の希望な
どをメッセージに託してみませんか

※詳しくは、福祉課へお問い合わせまた
　は市ホームページをご覧ください。

　雨の日は、晴れの日に比べて多くの
排水が下水処理場に流れ込んできて
いることから、雨水が浸入していると
考えられます。このことで、施設への
負荷が大きくなり、処理費用も増加す
るため、排水設備の管理者である使用
者皆さんのご協力が必要です。
　雨の日などに次のことを点検し、異
常があれば指定工事店へ修理を依頼
するか、市へご相談ください。

■点検ポイント
①宅内排水設備の管やますの蓋が破
　損し、雨水が浸入していませんか
②誤って雨どいが下水道に接続され
　ていませんか
③雨のかかる所に流し台を設置してい
　ませんか
④雨の日、水道を使っていないのに公
　共ますに大量の水が流れていませ
　んか

～はたちのメッセージ発表者大募集～

0577-73-7484
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福祉課 0577-73-7483
・水道課
・各振興事務所基盤環境水道係

未来を担う青年の新しい人生の門出
を祝福し、成人式を開きます。
11月上旬に、対象者の方に案内を送
付しています。
ご不明の点がありましたら、下記まで
お気軽にお問い合わせください。

■開催日　平成29年１月３日（火）
■会場と時間

神岡　神岡町公民館　    11：45～
古川　文化交流センター 14：00～
　
■対象者

平成８年４月２日～平成９年４月
１日生まれで、現在もしくは中学卒
業時に飛騨市に住民登録、又は外
国人登録があった方

■応募内容
・20歳を迎えるにあたっての想い
　や抱負、将来の夢など
・1,200字～1,600字程度
■応募方法

作品に、題名、住所、氏名、連絡先を
記入し、持込み、郵送、ＦＡＸ、電子
メールのいずれかで応募してくだ
さい
■応募締切　11月30日（水）

成人式当日、会場で発表していただ
きます。

平成29年
飛騨市成人式について

下水道に雨水が流れ
ないようにしましょう

お
知
ら
せ

市では、発達障がいの特性の理解と
支援に関する発達支援講演会を開き
ます。(無料）
多数ご参加ください。

市の下水道は、汚水や生活雑排水を
下水道へ流し、雨水を側溝等へ流す
「分流式」です。汚水等と雨水は一緒
に流すことができません。

お
知
ら
せ

発達支援講演会
お
知
ら
せ

　子どもたちは多様な個性や特性
を持っています。
　しかし、時にはその個性がなかな
か周りに理解されず、子ども自身や
その親が生きにくさを感じている
という現状があります。
　発達障がいとはどのようなこと
なのか、どのように理解しサポート
していけばいいのかを専門的な立
場からお話いただきます。

■日時　12月２日（金）13：00開演
　　　 （開場／12：30）

■場所　ハートピア古川

■講師
　岐阜県立希望ヶ丘こども医療福祉センター
　児童精神科医　高岡　健　氏

■演題
　「発達障がいの特性の理解と
　　　　　　　家族としての対応」
■対象者

保護者・家族・支援者・支援団体 及
び 発達障がい児者支援に関心の
ある方

　※事前のお申し込みが必要です

■申込期限　11月28日（月）

皆さんの思いや抱負、将来の希望な
どをメッセージに託してみませんか

※詳しくは、福祉課へお問い合わせまた
　は市ホームページをご覧ください。

　雨の日は、晴れの日に比べて多くの
排水が下水処理場に流れ込んできて
いることから、雨水が浸入していると
考えられます。このことで、施設への
負荷が大きくなり、処理費用も増加す
るため、排水設備の管理者である使用
者皆さんのご協力が必要です。
　雨の日などに次のことを点検し、異
常があれば指定工事店へ修理を依頼
するか、市へご相談ください。

■点検ポイント
①宅内排水設備の管やますの蓋が破
　損し、雨水が浸入していませんか
②誤って雨どいが下水道に接続され
　ていませんか
③雨のかかる所に流し台を設置してい
　ませんか
④雨の日、水道を使っていないのに公
　共ますに大量の水が流れていませ
　んか

～はたちのメッセージ発表者大募集～

0577-73-7484・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　11月24日（木）～11月30日（水）　■入居予定日　１月１日（日）
※入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※神岡町森茂、宮川町西忍、宮川町林の住宅についても募集していますので、詳しくはお問い合わせください。

場
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岐阜労働局賃金室
058-245-8104

東海農政局岐阜支局
058-271-4065

教育ローンコールセンター
0570-008656（ナビダイアル）
または03-5321-8656

市営住宅の入居者を募集

　高校、大学、短大や専門学校等へ
の入学時・在学中にかかる費用を対
象とした公的な融資制度です。

■融  資  額　350万円以内（一人当たり）
■返済期間　15年以内
■金　　利　年１.９％　固定金利
　　　　　　（平成28年５月10日現在）
■保　　証　（公財）教育資金融資保
　　　　　　証基金の保証（連帯保
　　　　　　証人による保証も可）

入学時や在学中に必要となる資金を
融資する公的な制度です。
お子様の教育資金を「国の教育ロー
ン」がサポートします。

お
知
ら
せ

募

　
　集

岐阜県の最低賃金改正国の教育ローン
（日本政策金融公庫）

　統計調査員としてご協力によっ
て得られたデータは、農林水産行政
の企画立案や円滑かつ効果的な推
進の資料として活用されます。

●調査員の仕事内容
受け持ち地域の調査対象者の方
に対して、調査票に基づき調査を
します。

●調査員の身分
任命期間中は、非常勤の国家公務
員としての身分となります。

●賃金（報酬）
調査業務に従事した対価として、
所定の「調査員手当」が支払われ
ます。詳しくは、下記までお問い
合わせください。

東海農政局岐阜支局では、農林水産
統計調査に興味関心がある方を対象
に、各種統計調査に携わっていただく
統計調査員を募集しています。

お
知
ら
せ

農林水産統計調査に
関わってみませんか

岐阜県最低賃金が改正されました。

お
知
ら
せ

時間額776円（22円UP）

平成28年10月１日から
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係な
く、パートや学生アルバイトなどを含
め、県内で働くすべての労働者に適
用されます。ただし、下表の産業に
従事する労働者は、該当する特定
（産業別）最低賃金も適用されます。
　使用者も、労働者も、賃金額が最
低賃金以上になっているかどうか必
ず確認しましょう。

時間額８２９円

平成28年12月21日から

時間額８７２円

平成28年12月21日から

時間額９１７円

平成28年12月21日から

電子部品・デバイス・電子

回路・電気機械器具、情報

通信機械器具製造業

自動車・同附属品製造業

航空機・同附属品製造業

特定（産業別）最低賃金

公募住宅 諏訪田団地Ａ棟 諏訪田団地Ｂ棟 新栄町団地 サンアルプ旭Ａ棟 サンアルプ旭Ｂ棟 サンアルプ旭Ｃ棟

種類 特公賃 　公営 特公賃 特公賃 公営 公営

募集戸数 （世帯用）１戸 （世帯用）１戸 世帯１戸 （世帯用）１戸 （世帯用）２戸 （世帯用）１戸

所在地 古川町杉崎 古川町杉崎 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿

構造・規模 ＲＣ造５階建 ＲＣ造５階建 Ｓ造３階建 ＲＣ造６階建 ＲＣ造６階建 ＲＣ造６階建

間取り ２ＬＤＫ ３ＬＤＫ ３ＬＤＫ ３ＬＤＫ ３ＬＤＫ ２ＤＫ

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途



・福祉課  　   0577-73-7483
・配偶者暴力相談支援センター
　(飛騨総合庁舎内)
 　　0577-33-1111（内線272）
・DV相談ナビ
　 　0570-0-55210（ここにでんわ）
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古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター 0577-73-2948

税務署電話相談窓口
について

税務署に行かなくても自宅や事務所か
ら相談ができる「電話相談センター」を
ご利用ください。

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち
　　　　 育てよう 思いやりの心～
12 月４日～ 10 日は人権週間です。

相

　
　談

第68回人権週間
特設人権相談所開設

相

　
　談

12月の国民健康保険特定健診・若者健診
お
知
ら
せ

飛騨市国民健康保険では、40 歳～ 74 歳の方を対象にした特定健診を行ってい
ます。また、若者健診も合わせて行っています。誘い合って受診しましょう。

※胸部レントゲン検診も同日に行います

　毎日の暮らしの中で起こる様々な問
題、いじめ、体罰、差別問題、家庭内、借
地借家、近隣間のもめごと、悩み事な
ど人権擁護委員が相談に応じます。
　相談は無料で、秘密は固く守ります。
　どなたでもお気軽にご相談ください。

■日時　12月２日（金）13：00～15：00
■場所　古川町：ハートピア古川

河合町：河合町公民館
宮川町：宮川町公民館
神岡町：神岡町ふれあいセンター

①高山税務署（℡0577-32-1020）へ
お電話をお掛けください。

②自動音声によりご案内しますの
で、1を押してください。

③自動音声に従って、相談したい内
容の番号を選択してください。

■受付時間等　8：30～17：00
　（土日祝日、年末年始を除く。）

久美愛病院で飛騨市国民健康保険特
定健診を受診できます。（予約制）
ご希望の方は、古川町保健センターま
でご連絡ください。

お
知
ら
せ

久美愛病院で市国民健康保
険特定健診が受診できます

■受診日
　　平成28年12月27日（火）
　　平成29年１月25日（水）
　　受付8：30～10：00
■場　所　久美愛病院（健診センター）

■対象者　飛騨市国民健康保険加入
　　　　　者の方でＨ28年度特定　
　　　　　健診未受診の方
■申込期限　受診希望日の７日前ま
　　　　　　 でにご連絡ください。

毎年 11 月 12 日から11 月 25 日（女性
に対する暴力撤廃国際日）の２週間は、

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
です。

相

　
　談

ひとりで悩まず
まず相談を！

　配偶者等からの暴力・性犯罪・ス
トーカー行為・売買春・人身取引やセ
クシュアル・ハラスメント等、女性に対
する暴力は、女性の人権を侵害するも
のであり、決して許される行為ではあ
りません。
　相談してみることで、ひとりでは気
づかなかった解決方法が見つかるか
もしれません。
　ひとりで悩まず、下記相談窓口へご
相談ください。
　あなたの周りの人が悩んでいたら、
相談できる場所があることを教えてあ
げてください。

パープルリボンは、女性に対する暴力
（DV）根絶運動のシンボルマークです。 古川町保健センター 0577-73-2948

高山税務署
（自動音声により案内します）

0577-32-1020

市民児童課 0577-73-7464

たった一度で、簡単に消えてしまう。
あなたの未来　
毎年 10 月・11 月は「麻薬・覚醒剤乱
用防止運動月間」として、さまざまな取
組が行われています。

お
知
ら
せ
麻薬・覚醒剤乱用防止運動

　麻薬・覚醒剤等の乱用は、たった一
度で簡単にあなたの大切な未来を消
してしまいます。
　あなたの健康に悪い影響を及ぼす
とともに、家族や友達を失ってしまうこ
とにもなります。
　「やせる薬」、「疲れが取れる」などの
甘い言葉に惑わされず、「ダメ。ゼッタ
イ。」と勇気を持って断りましょう！

月 日 曜日 会　　場 受付時間

12
１ 木

古川町保健センター

神岡町保健センター
8:30 ～ 10:30

５ 月
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総務課 0577-73-7461

■日時　11月29日（火）11：00頃
■内容　市内全域の防災行政無線子

局および家庭用個別受信機
から、一斉に訓練に関する
内容の放送を行います。

 地震・津波や武力攻撃などの発生時
に備え、情報伝達訓練を行います。
この訓練は、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）(※) を使った訓練です。

お
知
ら
せ

防災行政無線を使った
情報伝達訓練について

来年１月 15 日開催の三寺まいりのモデ
ルおよび門前市出店者を募集します。

■和装モデル応募資格
　・18歳～30歳くらいまでの女性
　・着物を準備できる方（レンタルも可）
　・当日15：00～21：00までの時間に
　　従事できる方
　募集人員　12人
　申込期限　12月８日（木）

■門前市出店者
　営業時間　11：00～21：00
　申込期限　11月30日（水）

　※申し込み方法等、詳しくは、観光
　　協会HPをご覧いただくか、直接
　　お問い合わせください

不要になった着物を無料でお譲り
ください

　飛騨市観光協会では、三寺まいりに
合わせて、着物のレンタルを行ってい
ます。
　タンスに眠っている着物、帯等がご
ざいましたら、女性・男性用問わず、ぜ
ひお譲りください。
　お譲りいただける場合は観光協会
に直接お持ちいただくか、観光協会に
ご連絡ください。ご自宅まで引き取り
に伺います。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃な
どの緊急情報を、国から人工衛星などを通じ
て瞬時にお伝えするシステムです

税務課 0577-73-3742

　所有者とは、登記簿または課税台
帳に登録されている人をいい、賦課
期日前に死亡している場合等には、そ
の固定資産を現に所有する人（相続
人等）が納税義務者となります。
　例えば、売買契約が年内に成立し
ていても登記が翌年になると旧所有
者に対して翌年度分の固定資産税が
課税されます。（未登記家屋の場合は
「未登記家屋所有権移転申請書」の
提出が必要になります。）
　また、相続や売買等により登記を
年内に済まされた方は、口座振替の
申請が必要な場合がありますのでご
注意ください。

　自賠責保険・共済なしでの運行は
法令違反です！
　自賠責保険・共済は、万一の自動
車事故の際の基本的な対人賠償を目
的として、自動車損害賠償保障法に
基づき、原動機付自転車を含むすべ
ての自動車に加入が義務づけられて
おり、自賠責保険・共済なしで運行す
ることは法令違反ですのでご注意下
さい！

毎年１月１日（賦課期日）現在に土地、
家屋、償却資産を所有している人に課
税されます。

お
知
ら
せ

固定資産税の賦課期日
について

税務課 0577-73-3742

税務課 0577-73-3742
飛騨市観光協会
0577-74-1192

　市では、個人住民税特別徴収（給
与天引き）の完全実施に向けた取り
組みを行っています。
　地方税法および市税条例に基づ
き、特別徴収の義務がある事業者を
特別徴収義務者に指定します。
　特別徴収とは、市から通知した従
業員の税額を毎月の給与から天引き
し、市に納めていただく制度です。
　所得税のように税額計算をする必
要がなく、従業員も納税の手間が省
けるなどのメリットがあります。
　未納者を減らし、市民の方に公平
な納税をいただくため、特別徴収の
実施をお願いします。

従業員の個人住民税の特別徴収（給
与天引き）を実施していない事業主の
方へ

お
知
ら
せ

個人住民税の特別徴収に
ご協力ください

お
知
ら
せ

三寺まいり
モデル・門前市出店者募集

※償却資産は、各企業の決算の前後に関わら
ず賦課期日現在において、事業の用に供して
いるものは申告が必要になります

「自賠責の期限切れに気を付けて！」

お
知
ら
せ

自賠責保険・自賠責共済
のご案内

[ 参考 ]
国土交通省自賠責保険（共済）ポータルサイト
ＵＲＬ　http://www.jibai.jp/

図 書 館 に お い で よ 新着図書ピックアップ
一般向けのオススメ

　秋の夜長にミステリーはいかがでしょう。
　犯行声明ともとれるネットの書き込み、ア
イドルの転落死、揺れる司法解剖制度…。
　どっぷり浸かりたい人へぴったりの、これぞ
という刑事モノ。
　中山七里は岐阜県出身の作家です。

『ヒポクラテスの憂鬱』
 中山七里／著　祥伝社

児童向けのオススメ

　絵本は親子のコミュニケーションツー
ル。
　赤ちゃんには、読みながらスキンシップ
がとれるようなものがいいですね。
　『だっころりん』は、思わずだっこした
くなる親子にぴったりの一冊。
　ねんどのキャラクターたちがかわいい
です。

『だっころりん』
ナムーラミチヨ／著　主婦の友社

場
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　労働問題や生活（債権・離婚・相続
等）・金融・保障等でどこに相談すれ
ばよいのかわからない時、利用できる
制度やサービスを提供できる機関な
どのアドバイスを受けるお手伝いをし
ます。
　お気軽にご相談ください。

■内容　電話または面談による
　　　　「何でも相談」
■場所　飛騨地区労働者福祉会館
　　　  （高山市名田町５丁目９の４）
■時間　（平日）  9：00～12：00
　　　　　　　  13：00～17：00

岐阜県労働者福祉協議会飛騨支部で
は、飛騨地域の勤労者のための相談
室として、飛騨地域勤労者サポートセ
ンターを開設しています。

相

　
　談

飛騨地域勤労者
サポートセンター

岐阜県労働者福祉協議会飛騨支部
0577-57-7211

■日時　12月14日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　神岡振興事務所
※相談をご希望の方は、事前に下記
までご連絡ください。（予約優先）

行政書士が相続・遺言手続きから各
種許認可や権利義務関係手続などの
相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

相

　
　談

行政書士による
無料相談

岐阜県行政書士会
058-263-6580

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

岐阜県若者サポートステーションでは、
若者の就労に向けた相談会を行ってい
ます。（予約制）
お気軽にご相談ください。

若者を対象とした就労相談

■相談内容
・就労全般（就職活動の仕方や就労準備など）

・適職検査（どんな仕事が自分に向いているか）

・応募書類（履歴書等の書き方）

・面接対策（立居振舞や想定問答）

■日時　12月７日（水）・21日（水）
　　　　10：00～16：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

「受験勉強にも図書館を
　　　　　　ご利用ください！」

　静かなところで集中して勉強し
たい受験生のみなさん、ぜひ図書
館をご利用ください。
　閲覧席のほか、２階の情報発信
室（学習室）もご利用いただけま
す。

　カウンターでブランケットの貸
出もしていますので、長時間の勉
強で足元が冷える場合は使って下
さい。
　また、YAコーナーには「学習
に役立つ本」のコーナーもありま
す。勉強の合間にのぞいてみて下
さい！
 
※映画『君の名は。』の中に登場する

図書館として、各地からお客様を迎
えている当館ですが、17：00以降は
「受験生優遇タイム」とし撮影など
はお断りしています

※対象者は15歳～39歳の無職状態の若者と
　その家族
※面談は１組50分。無料、要予約
※出張相談もします。ご相談ください


